
 

指定介護予防・指定訪問看護事業 

 

重  要  事  項  説  明  書 

 

当事業所は介護保険の指定を受けています。 

（富山県指定事業者番号  第 1661690048） 

 

 

指定介護予防・指定訪問看護サービスの提供開始にあたり、厚生省令第 35 号 

（平成 18 年 3 月）、厚生省第 37 号(平成 11 年 3 月)第 8 条の規定に基づき、 

利用申込者又はその家族への重要事項説明のために作成したものです。 
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１．事業者 

法 人 名   中新川広域行政事務組合 

住   所   富山県中新川郡舟橋村国重２４２番地（〒930-0288） 

電   話   TEL 076-464-1316  FAX 076-463-3199 

代表者名   中新川広域行政事務組合 管理者  渡辺 光 

 法人種別   地方公共団体 

 

２．ご利用の事業所 

名   称  中新川訪問看護ステーション 

所  在  地  富山県中新川郡上市町法音寺５１番地（〒930-0353） 

電   話  TEL 076-472-5703  FAX 076-472-5701 

事業管理者    中新川訪問看護ステーション 管理者  山田 裕美子 

 ＜サテライト事業所＞ 

 名   称  中新川訪問看護ステーション立山サテライト 

 所 在 地  富山県中新川郡立山町前沢１１６９番地（〒930-0221） 

電   話  TEL 076-463-0616  FAX 076-463-0968 

 

３．事業の目的 

介護保険法に基づく指定介護予防・指定訪問看護事業の提供を行ないます。 

 

４．運営方針 

・要介護者等の心身の状況を踏まえて、全体的な日常生活動作維持、回復を図るとともに、生

活の質の確保を重視した在宅療養が継続できるように支援します。 

・事業の実施にあたっては、中新川広域行政事務組合、地域の保健、医療、福祉サービスとの

綿密な連携を図り、サービスの提供に努めます。 

・看護師の質向上を図り、業務体制を整備するため、研修機会の確保に努めます。 

・事業に従事する職員の清潔の保持、及び良好な健康状態の保持、並びにステーションの設備、

備品等の衛生的な管理に努めます。 

・事業に従事し、又は従事した者は、正当な理由がなくその業務上知り得た要支援・要介護者

等の秘密を他に漏らしません。 

 

５．職員の配置状況 

職員の配置については、指定基準を遵守しています。 

職 種 員  数 区 分 職  務  内  容 

管理者 １ 常 勤 従事者の管理、利用申込みの調整、実施状況の把握、 

その他の管理を一元的に行ないます。 

看護師 2.5 以上 常 勤 

非常勤 

訪問看護計画書、及び訪問看護報告書を作成するとともに指定訪問看護の提供に

あたります。 

理 学 

療法士 

 非常勤 リハビリテーションを中心とした訪問看護の提供にあたります。 



６．営業日、営業時間、事業の実施地域 

営 業 日 月曜日～金曜日 

 （祝祭日・12 月 29 日～翌年の 1 月 3 日は除く） 

営 業 時 間 営業日の午前８時３０分～午後５時１５分 

実 施 地 域 中新川区域（上市町・立山町・舟橋村）＊但し要望があれば区域以外でも訪問可能 

事情がある場合は、実施区域外や休日・営業時間外などであっても状態により指定訪問看護

の提供を行ないますので、ご相談ください。 

７．提供するサービスと利用料金 

・当事業所では、利用者のご家庭に訪問しサービスを提供します。 

・指定介護予防・指定訪問看護の提供開始に際しては、主治医の文書による指示に従います。 

・当事業所は主治医に対し、訪問看護計画書、及び訪問看護報告書を提出します。 

１）介護保険の給付の対象となるサービス 

（以下のサービス概要の利用料金は介護保険負担割合証の負担割合により給付されます。） 

＜サービスの概要＞ 

①病状・障害の観察         ②清拭・洗髪等による清潔の保持 

③食事・及び排泄等日常生活の世話  ④褥瘡の予防・処置 

⑤リハビリテーション        ⑥ターミナルケア 

⑦認知症患者の看護         ⑧療養生活や介護方法の相談・助言 

⑨各カテーテル等の管理       ⑩その他主治医の指示による医療処置 

⑪日常生活の自立に向けた援助 

＜サービス利用料金＞ 

  別紙参照 

＜その他＞ 

＊利用料金のお支払い方法 

 請求書はサービス提供月毎に計算し、翌月に発行いたします。 

〈口座振替での場合〉 

請求書発行月の月末に口座より自動引き落としとなります。領収書は引き落とし確認後に

ご持参いたします。 

〈現金支払いの場合〉 

請求書発行月の月末までに訪問した看護師にお支払いください。現金と引き換えに領収書

をお渡しします。 

＊利用の中止・変更・追加 

利用予定日の前にご利用者の都合により、訪問看護サービスの利用を中止、変更、新たな

サービスの利用を追加する事ができます。この場合はサービス実施日の前日までにお聞か

せ下さい。看護師等の稼動状況により、利用者の希望する期間にサービス提供ができない

場合には、他の利用可能な日時を利用者に提示して協議します。 

＊サービス内容の変更 

サービス利用当日に、ご利用者の体調等の理由で、予定されていたサービスの実施ができ

ない場合は、サービス内容の変更を行ないます。その場合はサービス内容と時間に応じた

サービス利用料金を請求します。 



＊緊急時等における対応方法 

看護師等は、指定介護予防・指定訪問看護の提供中に利用者の病状の急変、その他の緊急

事態が生じた時は、必要に応じて臨機応急の手当てを行なうとともに、速やかに主治医に

連絡し、適切な処置を行ないます。また、しかるべき処置をした場合は、速やかに管理者

及び主治医に報告いたします。 

＊事故発生時における対応方法 

指定介護予防・指定訪問看護の提供により事故が発生した場合は、中新川広域行政組合管

理者、利用者の家族、その利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行なうと共に、必

要な措置を講じます。（指定介護予防・指定訪問看護の提供により、賠償すべき事故が発生

した場合の損害賠償を含む） 

 

８．秘密の保持 

事業に従事し、又は従事した者は、サービス提供を行なううえで知り得た利用者及びそのご

家族に関する秘密を、正当な理由なく、他の事業者及び第三者に漏らしません。但し、サービ

スの質の向上を目的とした第三者評価機関による審査、および他のサービス事業者、施設、病

院、薬局等との連携のために利用者の個人情報を用いる事があります。 

 

９．苦情等の申立先 

・当事業において提供した指定介護予防・指定訪問看護に対する要支援・要介護者等からの苦

情に対しては、迅速かつ適切に対応いたします。 

 

当事業所に対する苦情の受付窓口 

中新川訪問看護ステーション管理者   山田 裕美子 

   電 話 076-472-5703   FAX 076-472-5701 

 

・次の行政機関、その他苦情受付機関に直接申し出ることもできます。 

機 関 名 連  絡  先 

中新川広域行政事務 

組合介護保険課 

所 在 地 930-0288 中新川郡舟橋村国重２４２番地 

電    話 076-464-1316 

F  A  X  076-463-3199 

受付時間 ８時３０分～１７時１５分  

富山県国民健康保険 

団体連合会 

所 在 地 930-8538 富山市下野字豆田９９５番地の３ 

電    話 076-431-9833 

F  A  X  076-431-9834 

受付時間 ８時３０分～１７時１５分  

 

 

 

 

 



 

本書面（指定介護予防・指定訪問看護事業重要事項説明書）に基づき重要事項と緊急訪問 

・特別管理・複数名加算の説明をいたしました。 

 

 

 

   年   月   日 

 

富山県中新川郡上市町法音寺５１番地 

中新川訪問看護ステーション 

 

           

 

説明者 

      

                 管理者    山田 裕美子        

 

 

 

上記の説明を受け、了承しました。 

 

           利 用 者 

            住  所 

 

            氏  名                

 

 

           代 理 人 

           住   所 

           氏   名                

            (続柄） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



＜介護訪問看護サービス利用者負担額＞ 

令和 6 年 6 月 1 日より 

訪問看護を 

利用できる方 

要介護等介護保険の被保険者で、主治医が訪問看護の必要性を認めた方 
 

 

 

 

利 

用 

者 

 

 

負 

担 

額 

サービスに要する時間 １割負担の方 ２割負担の方 ３割負担の方 

・２０分未満 

・３０分未満 

・３０分以上６０分未満 

・６０分以上９０分未満 

・２０分/回 

（理学療法士訪問） 

314円／回 

471円／回 

823円／回 

1,128円／回 

 

294円／回 

  628円／回 

  942円／回 

1,646円／回 

2,256円／回 

 

588円／回 

  942円／回 

1,413円／回 

2,469円／回 

3,384円／回 

 

882円／回 

初回加算＊初回月のみ 300円 600円 900円 

退院時共同指導加算 

＊1 回のみ 

（初回加算と重複なし） 

 

600円 

 

1,200円 

 

1,800円 

サービス提供体制加算 

＊1 回の訪問につき 
3円 6円 9円 

看護体制強化加算Ⅰ 

＊月に 1 回 
550円 1,100円 1,650円 

複数名訪問看護加算 

＊同時に複数の看護師

が同意を得て訪問 

30分未満／回 

254円 

30分以上／回 

402円 

30分未満／回 

508円 

30分以上／回 

804円 

30分未満／回 

762円 

30分以上／回 

1,206円 

緊急時訪問加算Ⅰ 

＊同意を得て必要時 

緊急訪問を行う場合 

 

600円／月 

  

 

1,200円／月 

 

1,800円／月 

特別管理対象者で 

90 分以上の利用 
300円／回 600円／回 900円／回 

特別管理加算 １ 

＊気管カニューレ 

留置カテーテル使用

している方 

 

500円 

 

1,000円 

 

1,500円 

特別管理加算 ２ 

＊その他の計画的に 

特別な管理を必要と

する方 

 

250円 

 

500円 

 

750円 

ターミナルケア加算 

＊死亡月 
2,500円 5,000円 7,500円 

＊介護保険給付の支給限度額を超えてサービスを利用する場合は、超えた額の全額をご負担 

 いただくこととなりますのでご留意ください。 



＊下記の時間帯でサービスを行なう場合は、通常の利用料金に割増料金が加算されます。割増料

金は介護保険の支給限度額の範囲であれば、介護保険給付の対象となります。オムツ代等は自己

負担となります。 

・夜間（１８時～２２時）及び 早朝（６時～８時）：２５％ 

・深夜（２２時～翌朝６時）：５０％ 

 

同意の確認 

 

 

緊急時訪問看護加算を   同意する    同意しない 

 

特別管理加算を      同意する    同意しない 

 

複数名訪問看護加算を   同意する    同意しない 

＊２０分未満の訪問看護費は、週１回以上の訪問看護と併せて、予め計画されたものに限ります。 

（１） 訪問回数は、介護支援専門員のサービス提供票に依存します。 

（２） 利用者の急性増悪等により、主治医から一時的に頻回の訪問看護を行なう必要がある旨の

「特別訪問看護指示書」の交付を受けた場合は、その交付から１４日に限って、医療保険 に

よる訪問看護療養費を算定します。 

（３）介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて、利用者の負担額を

変更します。 

（４） 同時に複数の看護師等により訪問看護を行う場合、利用者やその家族等に説明、同意を得

て訪問を行い、複数名訪問加算を算定します。 

（５） 緊急時訪問看護及び特別管理等の状況にある場合、利用者やその家族等に説明、同意を得

てサービスを提供し、緊急時訪問看護加算・特別管理加算等を算定します。 

（６） 実施地域以外での訪問看護の場合は中山間地域等居住者提供加算として、通常の利用料金

等に５％の割増料金が加算されます。 

（７） 訪問看護利用初回は初回加算を算定します。中断２ヶ月以上も初回加算が算定されます。 

（８） 病院など退院時にその病院等の主治医その他の職員と共同し在宅での療養上必要な指導を

行いその内容を文章で提供を行った場合は退院時共同指導加算が算定されます。 

（９） 理学療法士の訪問は 1 回が 20 分となり、3 回（60 分）の場合、利用料が 10％割引料金 

となります。  

（10）看護体制強化加算Ⅰは平成 30 年 4 月 1 日より算定開始となります。 

（11）緊急時訪問看護及び特別管理等加算の内容については別紙 1 を参照してください。 

 

 

 

訪問看護サービスの利用料金変更にあたり説明をいたしました。 

 年   月     日 

管理者 山田 裕美子    

説明者  

 

訪問看護サービスの利用料金の説明を受け、同意しました 

                       利用者・代理人              



＜介護予防訪問看護サービス利用者負担額＞ 

令和 6 年 6 月 1 日より 

訪問看護を 

利用できる方 

要介護等介護保険の被保険者で、主治医が訪問看護の必要性を認めた方 
 

 

 

 

 

利 

用 

者 

 

 

 

 

負 

担 

額 

サービスに要する時間 １割負担の方 ２割負担の方 ３割負担の方 

・２０分未満 

・３０分未満 

・３０分以上６０分未満 

・６０分以上９０分未満 

・２０分/回 

（理学療法士訪問） 

  

303円／回 

451円／回 

794円／回 

1,090円／回 

 

284円／回 

606円／回 

902円／回 

1,588円／回 

2,180円／回 

 

568円／回 

909円／回 

1,353円／回 

2,382円／回 

3,270円／回 

 

852円／回 

初回加算＊初回月のみ 300円 600円 900円 

退院時共同指導加算 

＊1 回のみ 

（初回加算と重複なし） 

 

600円 

 

1,200円 

 

1,800円 

サービス提供体制加算 

＊1 回の訪問につき 
3円 6円 9円 

緊急時訪問加算Ⅰ 

＊同意を得て必要時 

緊急訪問を行う場合 

 

600円／月 

 

 

1,200円／月 

 

 1,800円／月 

特別管理対象者で 

90 分以上の利用 
300円／回 600円／回 900円／回 

特別管理加算 １ 

＊気管カニューレ 

留置カテーテル使用

している方 

 

500円 

 

1,000円 

 

1,500円 

特別管理加算 ２ 

＊その他の計画的に 

特別な管理を必要と

する方 

 

250円 

 

500円 

 

750円 

＊介護保険給付の支給限度額を超えてサービスを利用する場合は、超えた額の全額をご負担 

 いただくこととなりますのでご留意ください。 

＊下記の時間帯でサービスを行なう場合は、通常の利用料金に割増料金が加算されます。割増料

金は介護保険の支給限度額の範囲であれば、介護保険給付の対象となります。オムツ代等は自

己負担となります。 

・夜間（１８時～２２時）及び 早朝（６時～８時）：２５％ 

・深夜（２２時～翌朝６時）：５０％ 



 

同意の確認 

 

 

緊急時訪問看護加算を   同意する    同意しない 

特別管理加算を      同意する    同意しない 

＊２０分未満の訪問看護費は、週１回以上の訪問看護と併せて、予め計画されたものに限ります。 

（１） 訪問回数は、介護支援専門員のサービス提供票に依存します。 

（２） 利用者の急性増悪等により、主治医から一時的に頻回の訪問看護を行なう必要がある旨の

「特別訪問看護指示書」の交付を受けた場合は、その交付から１４日に限って、医療保険 に

よる訪問看護療養費を算定します。 

（３）介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて、利用者の負担額を

変更します。 

（４） 同時に複数の看護師等により訪問看護を行う場合、利用者やその家族等に説明、同意を得

て訪問を行い、複数名訪問加算を算定します。 

（５） 緊急時訪問看護及び特別管理等の状況にある場合、利用者やその家族等に説明、同意を得

てサービスを提供し、緊急時訪問看護加算・特別管理加算等を算定します。 

（６） 実施地域以外での訪問看護の場合は中山間地域等居住者提供加算として、通常の利用料金

等に５％の割増料金が加算されます。 

（７） 訪問看護利用初回は初回加算を算定します。中断２ヶ月以上も初回加算が算定されます。 

（８） 病院など退院時にその病院等の主治医その他の職員と共同し在宅での療養上必要な指導を

行いその内容を文章で提供を行った場合は退院時共同指導加算が算定されます。 

（９） 理学療法士の訪問は 1 回が 20 分となり、3 回（60 分）の場合、利用料が 10％割引料金 

となります。 

（10）看護体制強化加算は平成 30 年 4 月 1 日より算定開始となります。 

（11）緊急時訪問看護及び特別管理等加算の内容については別紙 1 を参照してください。 

 

 

 

 

訪問看護サービスの利用料金変更にあたり説明をいたしました。 

 

 年   月   日 

 

管理者 山田 裕美子    

説明者  

 

訪問看護サービスの利用料金の説明を受け、同意しました 

            

                        利用者・代理人            

 

 



 

（別紙 1） 

緊急時訪問看護及び特別管理等加算同意書 

（介護保険での利用者） 

中新川訪問看護ステーション 

 

中新川訪問看護ステーションは利用者またはその家族から電話等により看護に関する意見

を求められた場合 24 時間常時対応できる体制にあって緊急時訪問看護を必要に応じて行う

体制を整備しました。この事より、訪問看護において緊急時訪問看護及び特別管理の状態に

ある利用者様の場合、下記のとおり、訪問看護利用料金が加算されます。何卒ご理解とご協

力をよろしくお願い申し上げます。 

 

緊急時訪問看護加算   ２４時間対応体制にあり、かつ、計画的に訪問することとなっ 

   ていない緊急時訪問を必要に応じて行った場合 

           （営業日以外の訪問の場合も含まれます。） 

 

特別管理加算      次のいずれかに該当する状態で、特別な管理を受けている場合  

           在宅で医療器具を使用していて特別な管理を必要とする利用者 

             ・在宅悪性腫瘍患者指導管理 ・在宅気管切開患者指導管理 

・気管カニューレ、留置カテーテルを使用している状態に 

ある利用者 

    ・在宅自己腹膜灌流指導管理  ・在宅血液透析指導管理 

              ・在宅酸素療法指導管理 ・在宅中心静脈栄養法指導管理 

              ・在宅成分栄養経管栄養法指導管理・在宅自己導尿指導管理 

              ・在宅持続陽圧呼吸療法指導管理 

・在宅自己疼痛管理指導管理 

・在宅肺高血圧症患者指導管理  

              ・人工肛門または人工膀胱を設置している状態にある利用者 

              ・真皮を超える褥瘡の状態 

             ・点滴注射を週 3 回以上行う必要があると認められる状態 

 

ターミナルケア加算     死亡日及び死亡日前１４日以内に 2 日以上ターミナルケアを要

介護者に対して行った場合     

 

 


